
Ｎｏ ０１６ 実施の有無

A 有

Ｂ 有

Ｃ 有

Ｄ 有

Ａ 担当部署

有 訪問調査 有

有

有

特記

Ｂ

Ｃ 担当部署

有 訪問調査 有

有

有

特記

Ｄ 担当部署

業者登録 無

償還払い 有 有

有 訪問調査 有

有

有

特記

市町村名 堺市
平成23年1月10日作成

障がい者施策
重度障害者等住宅改修費給付事業 所在地：堺市堺区南瓦町3番1号

[平成22年12月現在]
人口：８４９，８５８人
高齢化率：２２．１％

その他のバリアフリー施策

高齢者施策
高齢者住宅改造費助成事業

介護保険住宅改修費支給

重度障害者等住宅改修費給付事業 障害福祉課

対象者
65歳未満（40歳から64歳までの特定疾病による介護保険対象者を除く）で身体障害者手帳1・2級、下肢・体幹または脳原性移動機能障害は3級
以上の方、もしくは重度知的障害者（児）

助成金額の上限 50万円

日常生活用具の給付（住宅改修費/居宅生活動作補助用具）

手続きの流れ

HPへの掲載 制度概要説明　　・申請書類ダウンロードなし

事業概要説明書類 制度概要説明　　・申請書類ダウンロードなし

申請書類 コンピュ‐タ‐管理

Ｈ２１年度は２２件

その他のバリアフリー施策

事業概要説明書類 堺市高齢者住宅改修費助成事業の概要

高齢者住宅改造費助成事業 高齢介護福祉課

対象者
介護保険対象外の高齢者（自立者）に対する助成
介護保険対象の高齢者（要支援または要介護者）に対する助成（介護保険給付対象工事とならない家庭用エレべ‐タ‐、階段昇降リフト等の工
事費用上限30万）について助成します。

助成金額の上限 20万円

手続きの流れ 手続のフロ‐有

HPへの掲載 制度概要説明　　・申請書類ダウンロードなし 月3件程度

HPへの掲載 制度概要説明　　・申請書類ダウンロードなし

申請書類 交付申請書、工事の見積書、改修箇所の図面（改造前、改造後）住宅改修理由書、借家の場合は家主の承諾書

堺区88件程度

介護保険住宅改修費支給 高齢介護福祉課介護保険係

対象者 要介護・要支援認定者

支給金額の上限 20万円（1割本人負担） 受領委任払い

手続きの流れ 手続のフロ‐有

事業概要説明書類 住宅改修申請についてのお願い

申請書類 交付申請書、理由書、見取り図、承諾書、改修後に前後の工事用写真

約750件/年


